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告 示 

鳥取県告示第628号 

平成28年鳥取県告示第413号（図書類の年齢区分等の審査を行う団体の指定について）の一部を次のように改正

する。 

  令和２年12月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

団体の名称 当該団体が定める方法 

一般社団法人日本コ

ンテンツ審査センタ

ー 

次の標章を、図書類の包装

の表面に印刷し、又は貼付

することにより表示する。 

（Ｒ１８審査済マーク） 

 
 

 

 

 

 

団体の名称 当該団体が定める方法 

一般社団法人日本コ

ンテンツ審査センタ

ー 

次の標章を、図書類の包装

の表面に印刷し、又は貼付

することにより表示する。 

（Ｒ１８審査済マーク） 

 
 

 

（Ｒ１５審査済マーク） 

 

 

                                                    

鳥取県告示第629号 

  森林法施行令（昭和26年政令第276号）第４条の２第３項の規定により、保安林の令和２年度における皆伐によ

る立木の伐採につき森林法（昭和26年法律第249号）第34条第１項の許可をすべき皆伐面積の限度を次のとおり公

表する。 

  令和２年12月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

同  一  の  単  位  と  さ  れ  る  保  安  林 皆伐面積の限度 

(ヘクタール)   指定目的 単位区域名 所  在  場  所 

水源の涵
かん

養 鳥 取 地 区 鳥取市（平成16年11月１日市町村合併前の用瀬町及び佐治村の

区域を除く。）及び岩美郡 
916.41  

八 頭 地 区 鳥取市（平成16年11月１日市町村合併前の用瀬町及び佐治村の

区域に限る。）及び八頭郡 
2,890.14  

倉 吉 地 区 倉吉市及び東伯郡 1,696.64  

米 子 地 区 米子市、西伯郡及び日野郡江府町 739.59  

日 野 地 区 日野郡日南町及び日野町 1,437.62  

土砂の流出の 鳥   取 鳥取市 194.81  

23mm 23mm 

15mm  15mm 

15mm   15mm 

23mm 23mm 

15mm  15mm 

23mm 23mm 



  令和２年 12月１日 火曜日  鳥 取 県 公 報 第 9256号  

- 3 -

防備 米   子 米子市 0.24 

倉   吉 倉吉市 62.01 

岩   美 岩美郡岩美町 105.00 

若   桜 八頭郡若桜町 16.10 

智   頭 八頭郡智頭町 15.26 

八   頭 八頭郡八頭町 21.64 

三   朝 東伯郡三朝町 53.20 

湯  梨  浜 東伯郡湯梨浜町 24.44 

琴   浦 東伯郡琴浦町 51.63 

北   栄 東伯郡北栄町 0.14 

大   山 西伯郡大山町 51.78 

南   部 西伯郡南部町 7.16 

伯   耆 西伯郡伯耆町 14.30 

日   南 日野郡日南町 4.18 

日   野 日野郡日野町 16.82 

江   府 日野郡江府町 4.49 

干害の防備 高   路 鳥取市高路 13.38 

赤   波 鳥取市用瀬町赤波 1.56 

水   谷 鳥取市鹿野町水谷 0.97 

本   宮 米子市淀江町本宮 1.08 

志   津 倉吉市志津 0.30 

栗   尾 倉吉市栗尾 1.82 

大   原 倉吉市大原 0.68 

長   谷 岩美郡岩美町大字長谷 4.16 

喜 才 谷 山 八頭郡八頭町船岡殿字喜才谷山 0.40 

明見谷東平 八頭郡八頭町船岡殿字明見谷東平 0.44 

池ノ内下平 八頭郡八頭町水口字池ノ内下平 0.96 

槻   下 東伯郡琴浦町大字槻下 0.10 

金   屋 東伯郡琴浦町大字金屋 0.68 

杉   地 東伯郡琴浦町大字杉地 0.66 

大   谷 東伯郡北栄町大谷 1.48 

孝  霊  山 西伯郡大山町宮内、坊領、赤松字門野及び長田字孝霊山 14.42 

法  勝  寺 西伯郡南部町法勝寺 0.44 

大  谷  奥 西伯郡南部町伐株字大谷奥 0.08 

公衆の保健 東 部 地 区 鳥取市、岩美郡及び八頭郡 91.45 

中 部 地 区 倉吉市及び東伯郡 34.36 

西 部 地 区 米子市、西伯郡及び日野郡 8.32 

調 達 公 告 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和２年12月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 
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１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県警察ヘリコプター12月点検等整備委託業務 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和２年11月４日 

４ 落札者の名称及び所在地  静岡エアコミュータ株式会社 

              静岡県静岡市葵区栄町１－３ 

５ 落 札 金 額  33,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和２年９月18日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県警察本部警務部会計課  

 及び所在地         鳥取市東町一丁目271 


